
 

（一財）秋田県建築住宅センター 

秋田県営住宅等公募型指名競争入札実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、（一財）秋田県建築住宅センターが発注する秋田県営住宅等建設

工事等（以下「センター工事等」という。）の公募型指名競争入札方式（以下「本入

札」という。）を実施するため、（一財）秋田県建築住宅センター建設工事等入札制

度実施要綱、入札心得によるもののほか、必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用

を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、公募型指名競争入札とは、対象となる建設工事や委託業務

（以下「建設工事等」という。）の発注に際し、必要な条件を付して入札参加者を募

り、その条件に適合する者の中から入札参加者を指名する競争入札方式である。 

（対象工事等） 

第３条 本入札の対象となる建設工事等は、建設工事等入札制度実施要綱第２条で定め

るものの他、路面標示工事、貯水槽清掃業務委託、県有建築物定期点検業務委託、遊

具施設等保守点検業務委託、その他理事長が定めるものとする。 

2  前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、本入札の対象としない。 

  （１） 発注するセンター工事等が緊急を要するもの 

  （２） 専門性を有する等により、発注する工事等を施工・履行できる者が限られて 

いるとき 

  （３） その他入札で行うことが適切でないと認められるもの 

（入札参加資格者） 

第４条 対象工事等の指名を希望する者は、次に定める要件を全て満たす者でなければ

ならない。ただし、工事以外の業務委託に参加する者については、第１号、第４号及

び第５号を除く。 

（１） 秋田県建設工事入札参加資格者名簿に登録された者 

（２） 秋田県内に本店または事業所があること 

（３） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の４の規定に該当しないこ

と 

（４） 発注する工事の工種について、建設業法（昭和24年法律第100号）に基づく許可

や工事を履行するために必要な資格を有していること 



（５） 建設業法による営業停止期間中でないこと 

（６） 秋田県の入札等で指名停止、入札参加資格停止または指名差し控え措置の期間中

でないこと 

（７） 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全でないこと 

（８） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申し立てまたは

民事再生法（平成11年法律225号）に基づく民事再生手続き開始の申し立てがなされ

ている者でないこと 

（９） その他工事等ごとに定める要件を満たすこと 

（対象工事等の公表） 

第5条  理事長は、第３条第１項に掲げるセンター工事等を発注しようするときは、期日

前の５日までに次の各号に掲げる事項を（一財）秋田県建築住宅センターホームペー

ジへ掲載し公表するものとする。 

（１） 入札に付する工事等の名称、工事履行場所、工事履行期限、入札参加要件、予定

価格 

（２） 入札日時、場所、入札方法、入札保証金、契約保証金、契約日等 

（３） 契約書、契約条項 

（４） 設計図書等（仕様書、図面、金額が記載されていない内訳書） 

（５） その他必要な事項 

（６） 申込期間 

（入札参加申請等） 

第６条 公募型指名競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を理事長に提出

しなければならない。 

（１） 公募型指名競争入札参加申請書（様式1） 

（２） 配置予定技術者の資格・工事経歴（様式３） 

（３） その他指定事項の要件を満たしていることを確認できる書類 

（業者指名・非指名通知） 

第７条 第６条の申請を行った業者（以下「入札参加申請者」という。）について、第４

条の入札参加資格を満たさない業者を除き、原則として、すべての業者を指名するもの

とする。 

２ 理事長は、対象となる建設工事等の入札参加者の指名または非指名を決定したとき

は速やかにその結果を入札参加申請者に通知するものとする。なお、非指名の者には、

理由を付した非指名通知書（様式２）を電子メールまたは郵送で通知するものとする。 



（その他） 

第８条 この要綱に定めのない事項については、理事長が定める。 

 

附  則 

この要綱は、令和７年９月１日から施行する。 


